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日本では９月１９日（月）は「敬老の日」で祝日です。 

当該年度中に１００歳になった人（海外在留邦人含む）は、内閣総理大臣から祝状と銀杯が贈呈されます。

また、各自治体においても祝い金や祝品が贈呈されている所もあります。 

そもそも、「敬老の日」は、１９４７年に、有る村の村長さんが「老人を大切にし、年寄の知恵を借りて村

作りをしよう」という趣旨で始まったと言われていて、当時は５５歳以上の人を対象に行われました。 

そして、同じような事が各地に広がり、１９６６年に法律で「敬老の日」に制定されました。 

老人に敬意を表す慣習は全世界にもあり、タイでは４月１３日が「敬老の日」と定めて、目上の人に少しの

水を手に掛ける慣習があります（ソンクラン）。 

チェンライ日本人会の平均年齢が７０歳ということも有り、８０歳以上の方が現在１６名いらっしゃいま

す。 

会では、ご高齢の方々の健康と長年にわたって会に尽くされてることに対し感謝と敬愛の心を込めて、長寿

を祝う集いを行います。 

                         チェンライ日本人会 会長 小杉 誠輝     
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日時 ９月１８日（日）１１時３０分～１４時 

場所 日本レストラン ガウマシムにて 

※ 招待者（下記の方々）は無料です。 

※ 一般（会員を含む）参加者は、飲食など個人負担です 

 

新規会員の紹介 よろしくお願いいたします 

安井

やすい

 徳 明

のりあき

 さん ２８６M2 Seemuangshum Maesai ChianｇRai ５７１３０ 

０６５－１２１７６５６ Email-ｎoriaki1959@hotmail.com 

千葉県千葉市出身 ２０２１年１０月にタイに来ました。 

チェンマイ領事館からの郵便物で日本人会を知り入会しました。 

8/88 Moo22 Raun wiang 

Chiangrai 

 092-4202161, 082-6778919 

記念品を贈呈いたします。そ

の他に飲み物・軽食を用意し

ています。 
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臨時総会の総括 

先般７月１７日（日）に臨時総会を開催致しました。当日は会員２５名のご出席をいただき、活発な意見が

交わされました。また、総会開催日の前後にもメール等で貴重なご意見が寄せられました。 

その他に、６月にチェンマイ領事館が実施しました北部９県の在住邦人に対するアンケート結果の報告があ

り、それらの結果を踏まえて、各議題について今後の会の具体的な取り組みについて述べます。 

❶ 会の活動と活性化について 

「みんなで考えみんなで参加する」ことをモットーに、会員からの自発的な提案と参画を促すために、対話

の機会を増やして行きます。 

年間行事の餅つき大会、総会及び懇親会の他に、同じ趣味や仲間などのグループをつくり、それぞれ代表者

を決めて自主的に活動する。例えば、ゴルフ愛好会、カラオケ、飲み会、食事会、温泉の会、将棋仲間など

会員を募集して活動する。 

❷「会則」の変更について 

現在の会則については、現状にそぐわないので改正した方が良いとの賛成者が多く、今後改正のための委員

会を立ち上げて、草案を作成して総会時に議案として提案する。 

❸次期役員について 

特に、現時点では候補者が上がらなかったが現行の会則に沿って次回の総会までに決める。 

❹「会報」について 

会の活動の発信源としての役割が大きいので記事の内容などについて検討する。例えば趣味の会の活動状況

や募集など。その他に店の宣伝、会員の投稿などを載せる。 

➎「住所録」などの個人情報の扱いについて 

住所録の個人情報の開示については、各自に公開、非公開の有無を聞いて、各自の要望に沿って作成して、

次回総会時に配布する。 

❻「電話連絡網」（既に配布済み）については、自然災害など、緊急事態のときに利用できるように、  

各グループごとにリーダーを決め、活用できるようにする。 

伊藤
い と う

 光男
み つ お

 さん １８７M21 Huaiso Chengkon ChiangRai ５７１４０ 

０８７－１７３１３５７ Email- 無し 

愛知県名古屋市出身 

２００２年にチェンマイへ、その後→ラヨーン→シーラチャ →２０２１年    

チェンライへ来ました。 趣味は旅行です。 

チェンマイ領事館からの郵便物で日本人会を知り入会しました。 
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※ 会員名簿についてはお名前・住所・電話番号・メールアドレスが記載されています。非公開を   

希望される方のみ、９月３０日までに、小杉まで電話で連絡ください。（０８５－８０６４５７１） 

※※※※※※ なお、全て公開しても良い方は連絡しなくても結構です※※※※※※  
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８月１４日 ランナー温

泉とメースアイのワット

センケーオポーテイヤー

ン日帰り旅行。８月１４

日タイ山岳少数民族支援

の会「夢の家」訪問。参

加者 小杉、菅原、久保

会員、伊藤光男会員 

 

 

  

さくらハマヤミュージアムオープン     一般公開中 

タイ山岳民族の子供たちの教育支援を行う NGO さくらプロジェクトが山岳民

族の文化を伝える「Sakura Hamaya Museum of Ethonology」を開所しまし

た。 住所 チェンライ市リムコック、ナムラット、 M3 ３６４－１ 

※ 休館日、入館料、支援など、詳細については 

※ 事務局 ０５３－７５０５６０へお問い合わせてください。 
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飲み会 

日本レストラン「ルナ」で８月７日に行いました。 

次回開催予定は９月１０日（土）１１時３０分から予定し

ています、参加希望者は９月７日まで中村まで電話くださ

い

代表者―中村由春会員 098-9606298 

 

 

温泉愛好会 

 

餅つき隊 

餅つき大好きな方、

一緒に突きません

か？ 

代表者―こすぎ会員     

０８５－８０６４５７１ 

 

ゴルフ愛好会 

８月２１日のハッピーシテイゴルフ場でのコンペは

雨天のため中止になりました。誠に残念でした。９

月の開催については、代行代表の須藤まで問い合わ

せください。 

 

将棋愛好会 

現在会員４名です。強

い！弱い！関係なく対

戦しませんか？ 

世話人―中村清光会員    

０９０－２９３９９７５ 

 

 

タイ語教室 

 
グルメ会

バンド仲間 
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員
募
集
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現
在 

仲
間
募
集
中
で
す
！
！
！
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会員からの投稿  

  日本人が振り込め詐欺被害  

●【タイ】在タイ日本大使館は 19日、タイで最近、郵便

関係者や警察官などを名乗る者による詐欺事案が発生し、タイ在住日本人が金銭をだまし取られる事例が報

告されているとして、注意を呼びかけた。 

 5月上旬、タイ在留邦人の携帯電話に見知らぬ番号から着信があり、応答すると、自動音声に切り替わり

「タイ郵便です。あなたの名義で発送された郵便物がスリン県で見つかり、郵送が禁止されている内容物

（複数人の旅券、銀行通帳など）が含まれていたため、マネーロンダリングに関与 

 その他、物流会社や関税局の関係者を名乗り、同様の手口で入金を要求する詐欺が横行しているとの情報

もあるという。 

 大使館は、心当たりのない電話やメール、手紙などを受け取った場合には、これを鵜呑みにせず、安易に

個人情報を教えたり、メールなどを送ったりせず、詐欺の可能性を疑って対応するよう注意喚起した。 

●【タイ】タイのテレビ報道によると、タイ警察は 19日、詐欺容疑の中国人 20人とタイ人 4人をタイ北部

チェンマイ県のホテルで逮捕し、コンピュータ、携帯電話などを押収したと発表した。 

 インターネットの交流サイト（SNS）などを通じて美貌の女性と偽り接触して恋愛感情を抱かせるロマン

ス詐欺や虚偽の外貨投資などで日本人、タイ人などから金をだまし取った疑い。 

●チェンライ市内の国道沿いに新しくオープンしたカラオケ店の前を歩いていたら、若い女性に呼びかけら

れ入ったら高額な料金を請求された。 

知らない店には入らないようにしてください。 

●政府官報で運転免許証のポイント減点制度を 2023 年 1 月 9 日から開始すると発表された。各運転免許証

に対し、所持者一人につき 12 点の点数が与えられ、交通法規に違反するたびに減点されることになる。 

12 点すべてを失った場合には 90 日間の免許停止となり、減点された点数は 12 ヶ月後に復活する。また、  

免許停止期間中に運転して違反を犯した場合は、懲役 3 ヶ月と 10,000B の罰金が科せられるという。 

減点と対象となる主な違反 

【1 点】横断歩道での不停止、運転中の携帯電話使用、制限速度超過、ヘルメット未着用、シートベルト 

未着用など【2 点】信号無視、故意による逆走など【3 点】居眠り運転、ひき逃げなど【4 点】飲酒運転、 

公道でのレース、麻薬服用運転など   


